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国
家
補
償
の
概
念
は
、
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
割
に
は
明
確
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
国
家
補
償
と
し
て
統
一
的
に
考
察
す

る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
ま
だ
必
ず
し
も
意
識
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
国
家

補
償
の
「
体
系
」
な
る
も
の
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
、
見
解
の
対
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
村
成
和
『
国
家
補

償
法
』
以
来
す
で
に
四
〇
年
が
経
過
し
た
現
在
、
あ
ら
た
め
て
国
家
補
償
の
概
念
と
機
能
を
再
検
討
し
、
そ
の
後
の
実
定
法
制
度
の
進
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展
に
合
わ
せ
て
、
国
家
補
償
（
法
）
体
系
を
再
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
一
　
国
家
補
償
の
概
念
と
類
型

　
1
　
国
家
補
償
の
概
念

　
ω
　
文
献
に
お
け
る
定
義
　
　
国
家
補
償
と
い
う
言
葉
は
、
法
令
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
例
も
な
い
で
は
な
い
が
、
基
本
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
、
講
学
上
の
用
語
で
あ
る
。
戦
前
に
お
い
て
、
す
で
に
実
務
上
、
国
家
補
償
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
た
例
が
あ
る
が
、
文
献
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

い
て
定
着
し
た
の
は
、
今
村
『
国
家
補
償
法
』
（
一
九
五
七
年
）
以
後
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ

　
こ
れ
ま
で
に
、
『
国
家
補
償
法
』
と
い
う
書
名
で
出
版
さ
れ
た
も
の
は
六
点
に
の
ぼ
っ
て
お
り
、
そ
の
ほ
か
に
、
『
現
代
行
政
法
大
系

　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

六
巻
〔
国
家
補
償
〕
』
や
『
国
家
補
償
法
大
系
』
（
全
四
巻
）
が
あ
る
。
ま
た
、
行
政
法
の
教
科
書
・
体
系
書
等
に
お
い
て
も
、
し
ば
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヱ

ば
「
国
家
補
償
」
と
い
う
項
目
の
下
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
定
義
を
積
極
的
に
試
み
て
い
る
も
の
は
意
外
に
少
な
く
、

一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
割
に
は
、
そ
の
定
義
は
明
確
な
も
の
で
は
な
い
。

　
そ
の
最
初
の
も
の
で
あ
る
今
村
『
国
家
補
償
法
』
に
よ
れ
ば
、
「
国
家
補
償
と
は
、
国
が
、
そ
の
活
動
に
よ
り
、
直
接
又
は
間
接
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

個
人
に
こ
う
む
ら
せ
た
損
失
を
填
補
す
る
こ
と
を
い
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
国
家
補
償
と
い
う
用
語
の
名
付
け
親
で
あ
る

田
中
二
郎
博
士
も
、
『
行
政
法
上
巻
全
訂
第
二
版
』
の
第
七
章
を
「
国
家
補
償
」
と
題
さ
れ
て
、
「
行
政
作
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

補
償
を
総
称
し
て
国
家
補
償
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
最
近
で
は
、
芝
池
義
一
『
行
政
救
済
法
講
義
』

に
お
い
て
は
、
「
国
家
補
償
と
は
、
国
ま
た
は
公
共
団
体
の
活
動
に
よ
り
国
民
に
生
ず
る
損
害
ま
た
は
損
失
…
…
の
填
補
の
制
度
の
総
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り
　

称
で
あ
る
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
国
家
補
償
（
法
）
と
い
う
用
語
を
使
用
し
な
が
ら
も
、
そ
の
概
念
規
定
に
疑
問
を
示
し
て
い
る
文
献
も
あ
る
。
下

山
瑛
二
『
国
家
補
償
法
』
に
お
い
て
は
、
「
国
家
補
償
法
の
概
念
規
定
を
ま
ず
し
な
け
れ
ば
学
問
は
成
立
し
な
い
と
い
う
考
え
方
に
疑

問
を
感
じ
て
い
る
の
で
、
国
家
補
償
法
の
概
念
成
立
の
有
無
、
あ
る
い
は
国
家
補
償
法
体
系
が
共
通
原
理
の
上
に
形
成
さ
れ
る
か
否
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
い
う
問
題
を
考
え
る
意
義
を
余
り
感
じ
て
い
な
い
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
後
述
の
統
一
的
考
察
に
批
判
的
な
文
献
も
、
国
家
補
償
の

概
念
規
定
に
疑
義
を
表
明
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
国
家
補
償
の
概
念
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
見
解
が
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
六
九
年
の
時
点
に
お
い
て

で
あ
る
が
、
杉
村
敏
正
教
授
は
、
『
全
訂
行
政
法
講
義
総
論
〔
上
巻
〕
』
に
お
い
て
、
「
国
家
ま
た
は
公
共
団
体
に
よ
る
私
人
の
権
利
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

自
由
の
侵
害
・
制
限
に
基
づ
く
損
害
お
よ
び
損
失
に
対
す
る
墳
補
を
内
容
と
す
る
学
問
上
の
概
念
は
、
い
ま
だ
、
確
立
さ
れ
て
い
な
い
」

と
説
か
れ
て
い
た
。
ま
た
、
前
掲
『
国
家
補
償
法
大
系
』
（
一
九
八
七
年
）
の
「
刊
行
の
こ
と
ば
」
に
お
い
て
は
、
「
国
家
補
償
法
と
い

う
総
合
的
か
つ
有
機
的
な
法
大
系
の
理
論
的
な
構
築
は
、
本
大
系
の
直
接
の
目
的
で
は
な
い
。
国
家
補
償
法
と
い
う
概
念
の
定
義
は
、

そ
れ
自
体
一
個
の
学
問
的
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
大
系
を
編
集
す
る
に
当
た
っ
て
、
国
家
補
償
法
体
系
に
共
通
す
る
原
理
を
設
定

し
そ
れ
を
本
大
系
全
体
の
基
調
と
す
る
こ
と
は
あ
え
て
し
な
か
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
②
　
実
定
法
上
の
用
法
　
　
戦
後
、
国
家
補
償
と
い
う
用
語
が
実
定
法
上
で
初
め
て
使
用
さ
れ
た
の
は
、
一
九
五
二
年
の
戦
傷
病
者

戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
で
あ
る
。
そ
の
一
条
は
、
「
こ
の
法
律
は
、
軍
人
軍
属
等
の
公
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
又
は
死
亡
に
関
し
、

国
家
補
償
の
精
神
に
基
き
、
軍
人
軍
属
等
で
あ
つ
た
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
遺
族
を
援
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い

る
。
ま
た
、
一
九
六
三
年
の
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
も
、
そ
の
一
条
に
お
い
て
、
「
こ
の
法
律
は
、
軍
人
軍
属
等
で
あ
つ
た
者
の
公
務
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上
の
傷
病
に
関
し
、
国
家
補
償
の
精
神
に
基
づ
き
、
特
に
療
養
の
給
付
等
の
援
護
を
行
な
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

こ
れ
は
、
一
種
の
公
務
災
害
補
償
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
ほ
か
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
一
九
八
九
年
）
の
制
定
の
際
に
、

衆
・
参
両
議
院
の
社
会
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
政
府
は
「
国
家
補
償
の
精
神
」
あ
る
い
は
「
国
家
補
償
の
見
地
」
に
立
っ
て
原
爆
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち

爆
者
の
援
護
対
策
の
拡
充
に
向
け
て
努
力
す
べ
き
で
あ
る
、
と
の
附
帯
決
議
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
原
子
爆
弾

被
爆
者
の
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
原
爆
医
療
法
。
一
九
五
七
年
）
及
び
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
一

九
六
八
年
）
は
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
被
爆
者
援
護
法
。
一
九
九
四
年
）
に
よ
り
吸
収
廃
止
さ
れ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

新
法
（
被
爆
者
援
護
法
）
の
制
定
の
際
に
も
、
国
家
補
償
と
い
う
用
語
を
盛
り
込
む
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
論
議
さ
れ
た
。
結
局
、
採
用

さ
れ
な
い
こ
と
に
は
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
国
家
補
償
と
い
う
言
葉
が
「
国
の
行
為
に
起
因
し
て
生
じ
た
損
害
（
損
失
）
を
原
因
者
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

し
て
の
国
が
填
補
す
る
」
と
い
う
意
味
、
あ
る
い
は
、
「
国
の
戦
争
責
任
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
判
例
に
お
い
て
も
、
国
家
補
償
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。
原
爆
医
療
法
に
は
国
家
補
償
と
い
う
用
語
が
使
用
さ

れ
て
い
な
い
が
、
同
法
に
よ
る
被
爆
者
健
康
手
帳
交
付
申
請
の
却
下
処
分
取
消
請
求
事
件
に
お
い
て
、
最
判
昭
和
五
三
二
二
・
三
〇
（
民

集
三
二
巻
二
号
四
三
五
頁
）
は
、
「
原
爆
医
療
法
は
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
の
戦
争
被
害
に
つ
い
て
戦
争
遂
行
主
体
で
あ
っ
た
国
が
自
ら

の
責
任
に
よ
り
そ
の
救
済
を
は
か
る
と
い
う
一
面
を
も
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
実
質
的
に
国
家
補
償
的
配
慮
が
制
度
の
根

底
に
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
い
う
「
国
家
補
償
」
の
意
味
は
必
ず
し
も
明

確
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
被
害
者
は
国
が
形
成
し
た
特
別
の
危
険
状
態
に
お
い
て
戦
争
犠
牲
を
被
っ
た
の
で
あ
り
、
た
と
え
原
因

行
為
（
戦
争
行
為
）
が
適
法
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
国
は
こ
れ
に
対
し
て
補
償
の
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
は
な
い
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2

国
家
補
償
概
念
の
再
検
討

　
ω
　
狭
義
の
国
家
補
償
と
広
義
の
国
家
補
償
　
　
国
家
補
償
概
念
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
、
国
家
補
償
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
が
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
国
家
補
償
概
念
の
成
立
に
つ
い
て
消
極
的
な
立
場
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
か
じ

め
、
そ
の
概
念
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
遠
藤
博
也
博
士
の
用
語
例
に
従
っ
て
、
狭
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
国
家
補
償
と
広
義
の
国
家
補
償
に
区
別
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
に
す
る
。

　
遠
藤
『
国
家
補
償
法
上
巻
』
に
よ
れ
ば
、
狭
義
の
国
家
補
償
と
は
、
「
損
害
の
発
生
に
つ
い
て
国
に
直
接
ま
た
は
間
接
の
責
任
が
み

と
め
ら
れ
、
損
害
墳
補
に
つ
い
て
国
（
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
）
の
直
接
の
義
務
が
み
と
め
ら
れ
る
場
合
」
を
い
い
、
広
義
の
国

家
補
償
と
は
、
よ
り
広
く
、
様
々
な
理
由
か
ら
直
接
の
原
因
者
に
損
害
填
補
を
有
効
に
な
さ
し
め
る
べ
き
措
置
を
と
る
こ
と
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
の
責
任
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
場
合
を
い
う
。
遠
藤
『
国
家
補
償
法
』
の
特
色
の
一
つ
は
、
こ
の
広
義
の
国
家
補
償
を
考
察
対
象
に
し

て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
害
者
に
対
す
る
関
係
で
直
接
国
自
身
が
損
害
の
填
補
を
な
す
べ
き
場
合
の
要
件
・
範
囲
・
内
容

等
だ
け
で
は
な
く
て
、
最
終
的
な
費
用
の
負
担
、
徴
収
、
求
償
そ
の
他
関
連
す
る
行
政
措
置
等
を
広
く
含
め
て
論
じ
よ
う
と
す
る
も
　
の

　
　
　
　
　

で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
国
家
補
償
法
」
の
定
義
は
、
「
国
の
責
任
が
み
と
め
ら
れ
る
べ
き
損
害
に
つ
い
て
用
意
さ
れ
た
損
害
填
補
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

の
法
的
シ
ス
テ
ム
の
全
体
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
文
献
は
、
前
述
の
今
村
説
を
は
じ
め
と
し
て
、
一
般
に
狭
義
の
国
家
補
償

を
念
頭
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
「
国
家
補
償
法
の
全
体
を
カ
バ
ー
し
な
い
」
か
ら
、
「
よ
り
広
い
視
野
か
ら
国
家
補
償

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
と
い
う
の
が
遠
藤
説
の
基
本
的
視
点
で
あ
る
。
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②
　
狭
義
の
国
家
補
償
の
概
念
要
素
　
　
遠
藤
説
の
い
う
広
義
の
国
家
補
償
概
念
自
体
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
異
論
は
な
い
も
の
と

思
わ
れ
る
。
国
家
補
償
を
よ
り
広
い
視
野
か
ら
論
ず
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
極
め
て
も
っ
と
も
な
指
摘
で
あ
る
。
し
か
し
、
他

面
で
は
、
考
察
対
象
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
・
公
共
団
体
の
責
任
根
拠
や
責
任
範
囲
が
ぼ
や
け
て
し
ま
う
と
い
う
お
そ
れ
が
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
中
心
と
な
る
の
は
狭
義
の
国
家
補
償
で
あ
っ
て
、
広
義
の
国
家
補
償
は
問
題
点
を
多
角
的
に
把
握
す
る
た
め
の
補

助
的
な
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
故
、
本
稿
に
お
い
て
も
、
文
献
の
一
般
的
傾
向
に
従
い
、
「
国
家
補
償
と
は
、
国
・
公
共
団
体
の
直
接
ま
た
は
間
接
の
作
用
に

よ
っ
て
個
人
が
被
っ
た
損
失
（
損
害
）
の
墳
補
責
任
の
総
称
で
あ
る
」
と
定
義
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
定
義
に
お
け
る
国
家
補

償
の
概
念
は
、
①
国
・
公
共
団
体
、
②
直
接
・
間
接
の
作
用
、
③
損
失
の
填
補
、
の
三
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

　
①
国
・
公
共
団
体
　
国
家
補
償
に
該
当
す
る
た
め
に
は
、
「
国
・
公
共
団
体
」
の
作
用
に
よ
っ
て
損
失
が
発
生
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
国
に
つ
い
て
は
説
明
を
要
し
な
い
。
公
共
団
体
の
中
に
は
、
地
方
公
共
団
体
の
ほ
か
、
公
共
組
合
（
土
地
改
良
区
、
土
地

区
画
整
理
組
合
、
水
害
予
防
組
合
等
）
、
特
殊
法
人
（
公
団
、
事
業
団
等
）
も
含
ま
れ
る
。

　
問
題
と
な
る
の
は
、
私
企
業
が
収
用
適
格
事
業
（
電
気
・
ガ
ス
・
鉄
道
等
の
公
益
事
業
）
の
主
体
と
し
て
起
業
者
に
な
る
場
合
で
あ

る
。
こ
の
場
合
に
は
、
損
失
補
償
責
任
を
負
う
の
は
起
業
者
で
あ
り
、
国
・
公
共
団
体
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
遠
藤
博
士
は
、
「
こ
れ

ら
の
場
合
、
国
家
の
関
わ
り
は
、
法
律
に
よ
っ
て
、
私
人
に
い
わ
ゆ
る
公
用
負
担
特
権
を
付
与
し
、
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
者
に
補
償
を

義
務
づ
け
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
伝
統
的
な
国
家
補
償
の
二
大
分
野
の
一
つ
で
あ
る
損
失
補
償
法
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

国
家
（
ま
た
は
公
共
団
体
）
の
活
動
に
起
因
し
な
い
損
失
で
国
家
が
補
償
し
な
い
場
合
が
そ
の
主
要
な
内
容
を
な
し
て
い
る
」
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
文
献
に
お
い
て
あ
ま
り
意
識
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
収
用
委
員
会
と
い
う



蜘洒
能

機
と

念概の
償補家国

7

行
政
機
関
が
収
用
裁
決
に
よ
り
収
用
の
効
果
を
私
企
業
に
享
受
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
、
私
企
業
は
公
益
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
公

行
政
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
場
合
の
私
企
業
を
国
・
公
共
団
体
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
私
企
業
が
収
用
適
格
事
業
の
用
地
と
し
て
任
意
買
収
す
る
場
合
に
も
、
収
用
（
強
制
取
得
）
の
可
能
性
が
控
え
て
い
る
こ
と

か
ら
、
同
様
に
解
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
②
直
接
・
間
接
の
作
用
　
国
・
公
共
団
体
の
「
直
接
ま
た
は
間
接
の
作
用
に
よ
っ
て
」
損
失
が
発
生
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
・
公
共
団
体
の
作
用
と
個
人
の
損
失
と
の
間
に
、
一
定
の
因
果
関
係
が
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
（
国
家
起
因
性
）
。
直
接
の
作

用
に
つ
い
て
は
、
説
明
を
要
し
な
い
。
間
接
の
作
用
と
は
、
例
え
ば
、
食
品
・
薬
品
公
害
訴
訟
に
お
け
る
よ
う
に
、
直
接
の
加
害
者
は

私
企
業
で
あ
る
が
、
国
・
公
共
団
体
も
ま
た
規
制
権
限
不
行
使
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
場
合
で
あ
る
。

　
国
・
公
共
団
体
の
作
用
が
「
公
権
力
的
性
質
」
を
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
定
義
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
文
献
に
お
い
て
は
、
一
般
に
、
「
国
が
そ
の
活
動
に
よ
り
」
、
あ
る
い
は
、
「
行
政
作
用
に
よ
っ
て
」

と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
表
現
だ
け
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
「
活
動
」
を
公
権
力
的
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
定
し
て
い
な
い

よ
う
に
読
み
取
れ
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
が
公
権
力
的
作
用
で
あ
る
こ
と
は
、
同
書
の
他
の
論
述
箇
所
か

ら
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
任
意
買
収
に
つ
い
て
い
え
ば
、
任
意
買
収
は
民
法
上
の
売
買
契
約
で
あ
り
、
国
・
公
共
団
体

も
し
ば
し
ば
こ
れ
を
行
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
場
合
の
対
価
が
国
家
補
償
に
該
当
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
が
、
大
部
分
の
文
献
は
、

任
意
買
収
の
背
後
に
は
収
用
（
強
制
取
得
）
の
可
能
性
が
控
え
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
こ
れ
を
国
家
補
償
（
そ
の
う
ち
の
損
失
補
償
）

　
　
　
　
　
　
　

に
含
め
て
い
る
。
し
か
し
、
他
方
、
文
献
の
中
に
は
極
め
て
少
数
で
は
あ
る
が
、
公
権
力
性
は
損
失
補
償
の
概
念
要
素
で
は
な
い
と
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　

張
す
る
も
の
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
す
る
と
、
国
・
公
共
団
体
の
作
用
の
公
権
力
的
性
質
は
、
必
ず
し
も
国
家
補
償
の
概
念
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要
素
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
③
損
失
の
填
補
　
国
家
補
償
は
損
失
の
填
補
で
あ
る
。
損
失
の
墳
補
は
、
原
則
と
し
て
、
金
銭
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
従
っ
て
、

違
法
ま
た
は
不
当
な
行
政
処
分
の
取
消
し
等
を
求
め
る
行
政
争
訟
と
は
異
な
る
。
た
だ
、
国
家
補
償
、
と
り
わ
け
そ
の
中
の
国
家
賠
償

と
行
政
争
訟
は
、
と
も
に
「
法
律
に
よ
る
行
政
」
を
担
保
す
る
手
段
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
③
国
家
補
償
の
外
延
　
　
右
の
国
家
補
償
概
念
の
三
要
素
か
ら
す
る
と
、
損
失
補
償
や
国
家
賠
償
の
典
型
的
な
も
の
が
国
家
補
償

に
含
ま
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
外
延
は
あ
ま
り
明
確
で
は
な
い
。
任
意
買
収
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
そ
の
ほ
か
に

も
、
国
・
公
共
団
体
が
行
う
各
種
の
政
策
的
補
償
も
、
そ
の
国
家
補
償
該
当
性
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
国
・
公
共
団
体

の
「
直
接
ま
た
は
間
接
の
作
用
に
よ
り
」
と
い
う
要
素
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
一
般
的
に
は
、
こ
の
要
素
を
充
た
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

い
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
医
薬
品
副
作
用
被
害
者
救
済
制
度
も
、
「
国
・
公
共
団
体
」
の
直
接
ま
た
は
間
接
の

作
用
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
国
家
補
償
該
当
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
本
稿
で
い
う
（
狭
義
の
）
国
家
補
償
の
範
囲
は
、
広
義
の
国
家
補
償
と
比
較
す
れ
ば
相
当
に
狭
く
な
る
こ
と
に
な
る

が
、
国
家
補
償
の
範
囲
か
ら
外
れ
た
も
の
を
無
視
し
て
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
国
家
補
償
の
範
囲
か
ら
外
れ
た
も
の
で
あ
っ
て

も
、
全
体
を
展
望
す
る
た
め
に
は
、
視
野
に
入
れ
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
国
家
補
償
の
範
囲
を
画
す
る
の
は
、
国
・
公
共
団

体
の
責
任
原
因
を
不
明
確
に
し
な
い
た
め
で
あ
っ
て
、
被
害
者
救
済
を
国
家
補
償
と
は
別
個
の
観
点
か
ら
拡
充
す
る
こ
と
に
異
を
唱
え

る
も
の
で
は
な
い
。
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3

国
家
補
償
と
国
家
責
任

　
ω
　
狭
義
の
国
家
責
任
と
広
義
の
国
家
責
任
　
　
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
「
国
家
責
任
」
（
ω
＄
9
。
3
げ
聾
巨
o
Ω
）
と
い
う
用
語
が
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

用
さ
れ
て
い
る
。
我
が
国
に
お
い
て
も
、
国
家
責
任
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
国
家
責
任
と
い
う
用
語
は
、
ド
イ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
は
、
狭
義
で
用
い
ら
れ
る
場
合
と
広
義
で
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
広
義
の
国
家
責
任
と
ほ
ぼ
同
義
語
と
し
て
、
「
国
の
補
償
責

任
」
（
ω
富
9
。
庄
o
冨
田
゜
・
9
巳
皿
゜
。
叶
ロ
昌
o
q
8
）
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
狭
義
の
国
家
責
任
は
、
公
権
力
の
違
法
な
侵
害
行
為
に
よ
る
国
（
公
共
団
体
を
含
む
）
の
損
害
賠
償
責
任
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

る
。
代
表
的
な
文
献
と
し
て
は
、
E
・
フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
フ
の
『
行
政
法
教
科
書
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
、
そ
の
著
書
の
第

四
章
を
”
ω
器
9
日
ω
け
鎚
慈
9
臼
国
屋
讐
N
互
の
ε
凝
①
ヲ
と
題
し
て
、
そ
れ
を
①
国
家
責
任
（
ω
甘
曽
蝉
け
の
一
　
聾
口
昌
o
q
）
、
②
公
用
収
用
と
犠
牲
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

③
危
険
責
任
と
公
法
上
の
利
益
調
整
、
に
分
け
て
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
の
①
が
狭
義
の
国
家
責
任
で
あ
る
。
ま
た
、
最
終
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
は
違
憲
と
さ
れ
た
が
、
一
九
入
一
年
の
国
家
責
任
法
（
ω
け
鋤
拶
け
◎
自
『
聾
＝
P
⑰
q
の
o
q
①
ω
①
什
N
）
も
、
狭
義
の
国
家
責
任
を
規
定
し
て
い
た
。
こ

れ
は
、
従
来
は
職
務
責
任
（
L
♪
円
口
辞
o
D
げ
聾
口
昌
o
e
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
分
野
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
広
義
に
お
け
る
国
家
責
任
は
、
公
権
力
の
違
法
な
侵
害
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
の
ほ
か
、
適
法
な
侵
害
行
為

に
よ
る
損
失
補
償
責
任
や
結
果
除
去
請
求
権
等
を
も
含
め
た
広
い
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
近
時
の
文
献
に
お
い
て
は
、
「
国
家
責

任
」
と
い
う
書
名
あ
る
い
は
論
文
名
が
多
く
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
広
義
の
国
家
責
任
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
例
が

多
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
文
献
と
し
て
は
、
F
・
オ
ッ
セ
ン
ビ
ュ
ー
ル
の
『
国
家
責
任
法
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼

は
、
そ
の
著
書
を
①
職
務
責
任
、
②
犠
牲
補
償
請
求
権
、
③
公
用
収
用
、
④
違
法
な
財
産
権
侵
害
を
理
由
と
す
る
請
求
権
（
収
用
類
似
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の
侵
害
）
、
⑤
収
用
的
侵
害
、
⑥
差
止
め
・
結
果
除
去
・
回
復
請
求
権
、
⑦
行
政
法
上
の
債
務
関
係
に
基
づ
く
賠
償
請
求
権
、
⑧
危
険

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

責
任
、
⑨
計
画
保
障
、
⑩
警
察
・
秩
序
法
上
の
国
家
責
任
、
⑪
公
法
上
の
利
得
返
還
請
求
権
、
に
分
け
て
説
明
し
て
い
る
。

　
②
　
国
家
補
償
と
国
家
責
任
　
　
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
広
義
の
国
家
責
任
概
念
は
、
我
が
国
の
国
家
補
償
概
念
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
。

も
つ
と
も
、
広
義
の
国
家
責
任
と
い
え
ど
も
、
我
が
国
の
遠
藤
説
に
お
け
る
よ
う
な
広
義
の
国
家
補
償
ほ
ど
に
は
広
く
な
い
か
ら
、
厳

密
に
い
え
ば
、
我
が
国
の
狭
義
の
国
家
補
償
概
念
に
相
当
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
広
義
の
国
家
責
任
の
中
の
類
型
は
、
我
が
国
の

国
家
補
償
の
三
類
型
と
相
違
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
4
　
国
家
補
償
の
類
型
と
体
系

　
ω
　
今
村
説
の
三
類
型
　
　
今
村
説
に
よ
れ
ば
、
国
家
補
償
は
、
原
因
行
為
に
お
け
る
適
法
と
違
法
、
結
果
の
発
生
に
お
け
る
合
法

と
不
法
、
の
組
合
せ
に
よ
り
、
①
適
法
行
為
に
基
づ
く
損
失
の
補
償
、
②
違
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
の
賠
償
、
③
結
果
責
任
に
基
づ
く

国
家
補
償
、
の
三
つ
の
類
型
に
区
別
さ
れ
る
。
今
村
説
の
特
色
は
、
③
の
類
型
に
着
目
し
、
そ
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
点
に
あ
る
。
③

の
類
型
は
、
原
因
行
為
に
対
す
る
非
難
に
基
づ
か
な
い
点
で
は
①
の
類
型
と
同
様
で
あ
る
が
、
結
果
の
不
法
に
基
づ
い
て
賠
償
責
任
が

生
ず
る
点
で
は
②
の
類
型
と
同
様
の
関
係
に
あ
り
、
「
不
法
な
結
果
の
発
生
の
み
に
着
目
し
て
、
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
る
場
合
」
を

　
　
　
　
　
　

指
し
て
い
る
。
こ
れ
以
降
、
「
国
家
補
償
」
の
項
目
の
下
で
論
ず
る
文
献
は
、
大
体
に
お
い
て
、
こ
の
今
村
説
の
三
類
型
に
倣
っ
て
い

る
。　

②
　
文
献
に
お
け
る
三
類
型
　
　
こ
の
こ
と
を
い
く
つ
か
の
文
献
で
み
る
と
、
下
山
『
国
家
補
償
法
』
に
お
い
て
は
、
①
損
害
賠
償

法
、
②
損
失
補
償
法
、
③
特
殊
な
国
家
補
償
（
結
果
責
任
に
も
と
つ
く
国
家
補
償
を
含
む
）
、
の
三
類
型
に
な
っ
て
い
る
。
秋
山
『
国
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家
補
償
法
』
に
お
い
て
も
、
①
損
害
賠
償
法
、
②
損
失
補
償
法
、
③
そ
の
他
の
国
家
補
償
、
の
三
類
型
に
な
っ
て
い
る
し
、
阿
部
『
国

家
補
償
法
』
に
お
い
て
も
、
①
国
家
賠
償
、
②
損
失
補
償
、
③
国
家
補
償
の
谷
間
、
の
三
類
型
に
な
っ
て
い
る
。
宇
賀
克
也
『
国
家
補

償
法
』
に
お
い
て
も
、
①
国
家
賠
償
、
②
損
失
補
償
、
③
国
家
補
償
の
谷
間
、
の
三
類
型
に
な
っ
て
い
る
。
芝
池
『
行
政
救
済
法
講
義
』

に
お
い
て
も
、
①
損
失
補
償
法
、
②
国
家
賠
償
法
、
③
結
果
責
任
に
基
づ
く
国
家
補
償
、
の
三
類
型
に
な
っ
て
い
る
。
塩
野
宏
『
行
政

法
・
〔
第
二
版
〕
』
に
お
い
て
は
、
①
国
家
賠
償
制
度
、
②
損
失
補
償
、
の
二
類
型
に
な
っ
て
い
る
が
、
②
の
類
型
の
最
後
で
「
国
家

補
償
の
谷
間
」
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
鋤
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
広
義
の
国
家
責
任
の
類
型
　
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
広
義
の
国
家
責
任
は
、
オ
ッ
セ
ン
ビ
ュ
ー
ル
の
『
国
家
責

任
法
』
で
み
る
よ
う
に
、
多
様
な
類
型
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
行
政
法
の
一
般
的
な
教
科
書
で
み
る
と
、
H
．
マ
ウ
ラ
ー
の
『
一
般

行
政
法
』
に
お
い
て
は
、
第
七
章
を
”
U
器
国
o
o
算
傷
巽
ω
け
き
岳
o
げ
o
昌
国
『
ω
卑
N
蛋
ω
巳
昌
o
q
o
ヲ
と
題
し
て
（
こ
れ
は
ほ
ぼ
広
義
の
国
家

責
任
に
相
当
す
る
）
、
こ
れ
を
①
職
務
責
任
、
②
財
産
権
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
償
、
③
犠
牲
補
償
請
求
権
、
④
そ
の
他
の
請
求
権
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑤
結
果
除
去
請
求
権
、
に
分
け
て
説
明
し
て
い
る
。

　
ド
イ
ツ
の
広
義
の
国
家
責
任
は
、
歴
史
的
発
生
基
盤
を
異
に
す
る
多
様
な
責
任
制
度
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
理
論
的
に

整
序
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
我
が
国
に
お
け
る
三
類
型
と
相
違
し
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
た
だ
、
ド
イ
ツ
の
広
義
の
国
家
責
任

も
、
大
別
す
れ
ば
、
①
損
失
補
償
の
系
列
、
②
損
害
賠
償
の
系
列
、
③
そ
の
他
の
も
の
、
と
い
う
よ
う
に
三
類
型
に
分
類
で
き
な
い
で

も
な
い
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
相
違
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

　
㈲
　
第
三
類
型
の
内
容
・
構
成
　
　
国
家
賠
償
と
損
失
補
償
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
が
明
確
な
類
型
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
ほ
と
ん

ど
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、
第
三
類
型
の
「
結
果
責
任
に
基
づ
く
国
家
補
償
」
ま
た
は
「
国
家
補
償
の
谷
間
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
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う
な
類
型
化
に
つ
い
て
疑
問
を
提
起
す
る
立
場
も
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
、
遠
藤
博
士
の
次
の
よ
う
な
指
摘
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
「
そ
こ
に
は
相
互
に
異
質
で
極
め
て
多
様
な
制
度
が
集
め
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
ら
が
損
害
賠
償
法
や
損
失
補
償
法
と
並
ぶ
第
三
の

類
型
と
し
て
の
統
一
性
を
も
っ
た
制
度
と
呼
べ
る
か
ど
う
か
に
は
疑
問
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
を
無
理
や
り
損
害
賠
償
法
や
損

失
補
償
法
の
い
ず
れ
か
に
押
し
込
む
こ
と
が
、
個
々
の
制
度
の
理
解
を
あ
や
ま
ら
せ
る
ば
か
り
か
、
損
害
賠
償
法
や
補
償
法
の
あ
る
べ

き
展
開
を
阻
害
し
、
国
家
補
償
法
全
体
の
展
望
を
困
難
な
ら
し
め
る
結
果
と
な
る
こ
と
を
防
ぐ
と
い
う
、
い
わ
ば
消
極
的
理
由
か
ら
第

三
グ
ル
ー
プ
を
抽
出
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
と
し
て
も
、
第
三
グ
ル
ー
プ
内
部
に
お
い
て
も
積
極
的
な
統
一
性
を
欠
く
と
す
る
と
、

こ
れ
を
無
理
や
り
一
つ
の
類
型
と
し
て
く
く
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
諸
制
度
の
も
つ
固
有
の
性
格
を
あ
い
ま
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
す
る
と
い
う
同
じ
問
題
が
再
び
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
」

　
右
の
遠
藤
博
士
の
見
解
は
、
第
三
類
型
の
中
の
性
格
の
雑
多
性
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
第
三
類
型
の
存
在
そ
れ
自
体
を
否
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
遠
藤
説
に
お
い
て
も
、
第
三
類
型
そ
れ
自
体
は
一
つ
の
類
型
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、

問
題
は
、
第
三
類
型
を
ど
の
よ
う
に
統
一
的
に
性
格
づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
今
村
説
に
よ
れ
ば
、
第
三
類
型
の
「
結
果
責
任
に
基
づ
く
国
家
補
償
」
は
、
原
因
行
為
の
適
法
性
の
如
何
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
、
①

適
法
行
為
に
基
づ
い
て
、
不
法
な
結
果
を
生
ぜ
し
め
た
場
合
、
②
違
法
行
為
に
基
づ
い
て
、
不
法
な
結
果
を
生
ぜ
し
め
た
場
合
（
こ
の

場
合
に
お
い
て
も
、
補
償
が
、
原
因
行
為
に
対
す
る
非
難
に
基
づ
か
な
い
点
で
、
②
の
場
合
か
ら
区
別
さ
れ
る
）
、
③
原
因
行
為
の
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
性
の
如
何
を
問
わ
な
い
場
合
（
危
険
責
任
）
、
の
三
類
型
に
細
分
類
さ
れ
る
。
し
か
し
、
第
三
類
型
を
承
認
す
る
文
献
も
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
今
村
説
に
同
調
し
て
い
な
い
。
秋
山
『
国
家
補
償
法
』
は
、
責
任
を
根
拠
づ
け
て
い
る
理
念
の
観
点
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

①
損
失
補
償
的
結
果
責
任
、
②
損
害
賠
償
的
結
果
責
任
、
③
危
険
責
任
、
に
分
類
し
て
お
り
、
こ
れ
は
今
村
説
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
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お
　

の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
ほ
か
の
文
献
は
、
第
三
類
型
の
統
一
的
な
理
論
づ
け
に
は
あ
ま
り
こ
だ
わ
っ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
の

必
要
性
を
認
め
て
い
な
い
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
故
、
多
く
の
文
献
は
、
第
三
類
型
に
属
す
る
現
行
立
法
例
を
何
ら
か
の
基
準
に

よ
り
分
類
整
理
す
る
と
い
う
説
明
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
下
山
『
国
家
補
償
法
』
に
お
い
て
は
、
①
損
害
賠
償
法
の
特
別
法
、

②
損
失
補
償
法
、
③
戦
争
災
害
補
償
、
④
そ
の
他
の
損
害
墳
補
の
た
め
の
補
償
法
、
に
分
類
さ
れ
て
い
る
し
、
塩
野
『
行
政
法
H
〔
第

二
版
〕
』
に
お
い
て
は
、
①
違
法
・
無
過
失
の
場
合
、
②
設
置
・
管
理
無
理
疵
の
場
合
、
③
正
当
行
為
の
結
果
に
関
す
る
責
任
、
④
危

険
状
態
に
か
か
る
責
任
、
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
点
で
は
、
今
村
『
行
政
法
入
門
〔
第
六
版
〕
』
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
前
記
の
三
つ
の
細
分
類
は
な
さ
れ
て

お
ら
ず
、
現
行
立
法
例
に
つ
い
て
、
①
公
権
力
の
行
使
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
（
消
防
法
六
条
三
項
、
国
税
徴
収
法
二
二
条

二
項
、
予
防
接
種
法
一
一
条
等
）
、
②
公
務
災
害
補
償
（
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
、
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給

付
に
関
す
る
法
律
等
）
、
③
国
の
作
り
出
し
た
危
険
状
態
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
失
の
墳
補
（
日
本
国
に
駐
留
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍

隊
等
の
行
為
に
よ
る
特
別
損
失
の
補
償
に
関
す
る
法
律
、
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
、
文
化
財
保
護
法
四

一
条
・
五
二
条
等
）
、
④
戦
争
災
害
に
対
す
る
補
償
（
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
、
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等

援
護
法
等
）
、
⑤
公
企
業
に
お
け
る
損
害
賠
償
責
任
の
定
型
化
に
伴
う
無
過
失
責
任
（
郵
便
法
六
八
条
以
下
、
郵
便
貯
金
法
二
七
条
等
）
、

に
分
け
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
遠
藤
博
士
は
、
第
三
類
型
を
、
雑
多
な
も
の
の
寄
せ
集
め
で
あ
る
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
次
の
よ
う
に
細
分
類
さ
れ
る
。
①
結
果
責
任

制
度
（
違
法
無
過
失
の
行
為
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
賠
償
責
任
を
認
め
た
り
、
特
定
類
型
の
行
為
に
基
づ
く
損
失
に
つ
い
て
補
償
責
任

を
認
め
る
な
ど
、
責
任
要
件
を
緩
和
な
い
し
定
型
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
損
害
・
損
失
の
填
補
、
被
害
者
の
救
済
の
簡
便
・
容
易
化
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第

捲剃
論理政

法

を
図
っ
て
い
る
も
の
1
刑
事
補
償
法
、
公
務
災
害
補
償
法
、
郵
便
法
、
民
事
特
別
法
等
）
、
②
被
害
者
救
済
制
度
（
原
因
行
為
に
対

す
る
帰
責
の
た
め
の
評
価
を
加
え
る
こ
と
を
抜
き
に
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
結
果
た
る
被
害
の
救
済
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
－

伝
染
病
予
防
法
一
六
条
以
下
、
医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
・
研
究
振
興
基
金
法
、
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
、
犯
罪
被
害
者

等
給
付
金
支
給
法
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
の
医
療
等
に
関
す
る
法
律
等
）
、
③
公
共
施
設
周
辺
地
域
整
備
制
度
（
大
規
模
な
公
共
施
設
周

辺
に
つ
い
て
周
辺
対
策
事
業
等
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
共
施
設
の
設
置
・
管
理
に
伴
う
地
域
的
な
損
害
・
損
失
を
補
填
、
緩
和
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
娼
）

よ
う
と
す
る
も
の
1
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
、
水
源
地
域
対
策
特
別
措
置
法
等
）
、
で
あ
る
。
た
だ
、

遠
藤
博
士
は
、
こ
の
説
明
に
続
け
て
、
こ
れ
ら
の
も
の
の
大
部
分
は
損
失
補
償
責
任
の
特
例
に
属
す
る
か
、
損
害
賠
償
責
任
の
特
例
に

属
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
両
者
合
わ
せ
た
も
の
の
特
例
に
属
す
る
か
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
「
危
険
責
任
」
の
類
型
を
提
示
す
る

文
献
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
う
え
で
、
自
説
と
し
て
、
こ
の
危
険
責
任
の
類
型
の
ほ
か
「
危
険
防
止
責
任
な
い
し
危
険
管
理
責
任
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
“
）

を
一
つ
の
類
型
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
⑤
第
三
類
型
と
し
て
の
危
険
責
任
　
　
第
三
類
型
は
、
遠
藤
博
士
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
無
過
失
責
任
の
寄
せ
集
め
で
あ
り
、

そ
の
中
に
は
雑
多
な
性
質
の
も
の
が
混
在
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
第
三
類
型
を
整
理
し
て
、
統
一
的
に
理
論
づ
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
そ
の
方
法
と
し
て
は
、
損
害
賠
償
的
性
質
を
有
す
る
も
の
を
損
害
賠
償
の
類
型
に
、
損
失
補
償
的
性
質
を
有
す
る
も
の
を
損
失
補

償
の
類
型
に
、
そ
れ
ぞ
れ
分
類
整
理
し
、
残
り
を
危
険
責
任
（
公
法
上
の
危
険
責
任
）
と
し
て
統
一
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
第
三
類
型

を
純
化
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
前
述
の
遠
藤
説
に
近
い
が
、
遠
藤
説
が
第
三
類
型
と
し
て
危
険
責
任
と
並
ん
で
危
険
管

理
責
任
を
も
位
置
づ
け
る
の
に
対
し
て
、
私
見
で
は
危
険
責
任
だ
け
が
第
三
類
型
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
で
い
う
危
険
責
任
と
は
、
損
害
が
国
・
公
共
団
体
の
形
成
し
た
特
別
の
危
険
状
態
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
危
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険
状
態
を
形
成
し
た
国
・
公
共
団
体
が
損
害
補
墳
の
責
任
を
負
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
村
説
で
い
う
「
原
因
行
為
の
適
法
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

如
何
を
問
わ
な
い
場
合
」
、
「
相
手
方
を
危
険
状
態
に
お
い
た
こ
と
、
又
は
、
自
己
の
作
り
出
し
た
危
険
状
態
に
基
い
て
相
手
方
に
損
害

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

を
生
ぜ
し
め
た
こ
と
を
帰
責
事
由
と
す
る
も
の
」
で
あ
る
。

　
こ
の
意
味
で
の
危
険
責
任
の
存
在
を
肯
定
す
る
こ
と
に
は
あ
ま
り
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
第
三
類
型
と
し
て
独
立
の
柱
と

す
る
こ
と
に
は
相
当
の
批
判
が
予
想
さ
れ
る
。
現
に
、
今
村
博
士
は
、
「
私
の
考
え
で
は
、
『
危
険
責
任
』
と
い
う
国
家
補
償
類
型
が
有

意
義
な
の
は
、
国
の
側
に
直
接
の
加
害
行
為
は
な
い
が
、
相
手
方
を
危
険
状
態
に
お
い
た
た
め
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
と
い
う
場
合
が

あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
結
果
責
任
の
限
ら
れ
た
一
場
合
に
過
ぎ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
も
と
も
と
結
果
責
任
の
語
は
、
『
国

家
補
償
の
谷
間
』
の
存
在
を
浮
彫
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
危
険
責
任
以
外
の
も
の
を
、
こ
の
『
第
三
の
類
型
』
か
ら
除
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

し
ま
う
こ
と
は
、
『
谷
間
』
の
存
在
を
曖
昧
な
ら
し
め
る
の
に
役
立
つ
だ
け
で
あ
る
」
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。

　
「
国
家
補
償
の
谷
間
」
と
は
、
今
村
博
士
に
よ
れ
ば
、
国
・
公
共
団
体
の
活
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
特
別
偶
然
の
損
失
で
あ
り
な
が
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
家
賠
償
制
度
に
よ
っ
て
も
損
失
補
償
制
度
に
よ
っ
て
も
填
補
さ
れ
な
い
よ
う
な
損
失
が
存
在
す
る
と
い
う
状
態
の
こ
と
を
い
う
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
他
の
文
献
に
お
い
て
も
、
「
国
家
補
償
の
谷
間
」
と
い
う
言
葉
は
、
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
国
家
補
償
の

谷
間
」
の
存
在
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
国
・
公
共
団
体
の
墳
補
責
任
の
範
囲
を
拡
大
す
る
た
め
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
第
三
類
型
か
ら
危
険
責
任
以
外
の
も
の
を
除
く
と
い
う
こ
と
は
、
国
家
補
償
の
谷
間
に
あ
る
も
の
を
無
救
済
の
ま
ま
に
放

置
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
損
害
賠
償
的
性
質
を
有
す
る
も
の
は
国
家
賠
償
法
に
お
い
て
、
損
失
補
償
的
性
質
を
有
す
る
も
の
は

損
失
補
償
法
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
解
釈
論
・
立
法
論
に
よ
り
救
済
の
拡
大
を
図
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
「
結
果
責
任
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に
基
づ
く
国
家
補
償
」
を
第
三
類
型
と
し
て
立
て
る
今
村
説
と
大
差
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
谷
間
」
の
存
在
は
、
損
害
賠
償

法
と
損
失
補
償
法
の
類
型
に
お
い
て
明
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
曖
昧
に
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
今
村
『
国
家
補
償

法
』
以
来
、
す
で
に
四
〇
数
年
が
経
過
し
た
現
在
、
解
釈
論
の
展
開
に
よ
り
、
あ
る
い
は
立
法
的
手
当
て
に
よ
り
、
以
前
に
は
無
救
済

で
あ
っ
た
領
域
に
お
い
て
広
く
国
・
公
共
団
体
の
墳
補
責
任
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
法
状
態
の
変
化

に
照
ら
せ
ば
、
現
在
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
、
第
三
類
型
を
「
結
果
責
任
に
基
づ
く
国
家
補
償
」
と
し
て
雑
多
な
も
の
の
寄
せ
集
め

の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
い
う
の
は
、
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
⑥
　
国
家
補
償
の
「
体
系
」
　
　
国
家
補
償
は
、
相
互
に
異
な
っ
た
三
つ
の
制
度
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ

う
な
三
類
型
を
包
括
す
る
国
家
補
償
が
「
体
系
」
と
呼
べ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。

　
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
見
解
の
対
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
E
・
フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
フ
の
『
行
政
法
教
科
書
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
お
い
て
は
、
”
Q
。
器
9
日
ω
鼠
塑
慈
o
げ
興
卑
ω
9
。
冒
互
ω
言
ロ
o
q
①
ヲ
と
な
っ
て
お
り
、
B
・
ベ
ン
ダ
ー
の
『
国
家
責
任
法
〔
第
二
版
〕
』
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

お
い
て
は
、
“
Q
o
器
9
日
住
巽
O
旨
ロ
匪
畠
－
器
6
げ
島
o
げ
o
昌
国
お
讐
N
蛋
゜
。
ε
昌
o
q
o
昌
”
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
包
括
的
な
「
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
駿
）

系
」
の
存
在
に
否
定
的
な
立
場
も
少
な
く
な
い
。
フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
フ
や
ベ
ン
ダ
ー
が
”
ω
甥
8
日
”
と
い
う
言
葉
を
「
体
系
」
と
い
う

意
味
で
意
識
的
に
使
用
し
て
い
る
の
か
否
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
く
、
む
し
ろ
、
損
害
賠
償
や
損
失
補
償
等
を
広
く
含
め
た
種
々
の

責
任
制
度
の
総
称
と
し
て
使
用
し
て
い
る
と
理
解
で
き
な
い
で
も
な
い
か
ら
、
両
者
間
に
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
対
立
が
あ
る
と
い
う
わ

け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
我
が
国
に
お
い
て
国
家
補
償
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
る
場
合
に
、
そ
こ
に
国
家
補
償
（
法
）
の
「
体
系
」
な
る
も
の
が
意
識
さ
れ

て
い
る
か
否
か
は
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
と
同
様
に
、
明
確
と
は
い
え
な
い
。
今
村
『
国
家
補
償
法
』
の
「
は
し
が
き
」
に
お
い
て
、
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「
よ
り
包
括
的
な
、
国
家
補
償
法
の
体
系
的
叙
述
」
「
体
系
的
展
開
」
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
秋
山
『
国
家
補
償
法
』

の
第
一
章
第
二
節
は
「
国
家
補
償
法
の
体
系
」
と
題
さ
れ
て
お
り
、
阿
部
『
国
家
補
償
法
』
の
序
章
第
二
節
も
「
国
家
補
償
法
の
体
系
」

と
題
さ
れ
て
い
る
が
、
「
体
系
」
と
い
う
言
葉
が
意
識
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
明
確
で
な
い
。

　
「
体
系
」
と
い
う
意
味
を
厳
格
に
解
す
れ
ば
、
国
家
補
償
（
法
）
に
つ
い
て
「
体
系
」
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
も
の
が
存
在
す
る
の
か
ど

う
か
疑
わ
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
体
系
の
存
在
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
国
家
補
償
（
法
）
」
と
い
う
用
語
を
使

用
す
る
こ
と
も
適
切
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
体
系
と
い
う
言
葉
に
こ
だ
わ
っ
て
、
こ
れ
を
詳
細
に

説
明
で
き
な
け
れ
ば
国
家
補
償
の
体
系
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
も
、
や
や
弾
力
性
に
欠
け
た
考
え
方
で
あ
る
。
国

・
公
共
団
体
の
直
接
ま
た
は
間
接
の
作
用
に
よ
っ
て
個
人
が
被
っ
た
損
失
（
損
害
）
の
墳
補
責
任
の
総
称
が
国
家
補
償
で
あ
る
と
す
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
憩

ば
、
こ
れ
を
国
家
補
償
の
「
体
系
」
と
呼
ん
で
も
そ
れ
ほ
ど
不
当
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ω
　
責
任
根
拠
と
国
家
補
償
の
類
型
・
体
系
　
　
国
家
補
償
の
三
類
型
は
、
責
任
根
拠
の
相
違
に
基
づ
い
て
い
る
。
国
家
賠
償
は
侵

害
の
違
法
性
を
責
任
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
損
失
補
償
は
特
別
の
犠
牲
を
責
任
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
危
険
責
任
は
、
特
別

の
危
険
状
態
の
形
成
を
責
任
根
拠
と
し
て
い
る
。
損
失
補
償
と
危
険
責
任
の
責
任
根
拠
上
の
相
違
は
、
前
者
が
意
図
的
な
財
産
権
侵
害

に
よ
る
特
別
の
犠
牲
の
回
復
を
責
任
根
拠
と
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
特
別
の
危
険
状
態
か
ら
の
偶
然
の
損
失
の
回
復
を
責
任
根
拠

と
す
る
点
に
あ
る
。

　
そ
れ
ら
の
三
類
型
を
包
括
す
る
国
家
補
償
も
ま
た
、
包
括
的
な
責
任
根
拠
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
公
負
担
平
等
の
原
則
で
あ
る
。

公
負
担
平
等
の
原
則
は
、
損
失
補
償
に
つ
い
て
は
勿
論
の
こ
と
、
他
の
二
類
型
に
つ
い
て
も
責
任
を
根
拠
づ
け
て
い
る
。
た
だ
、
公
負

担
平
等
の
原
則
は
、
他
の
二
類
型
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
指
導
す
る
原
理
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
責
任
を
直
接
具
体
的
に
基



1
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
騒
）

礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

鋼㈱O
号

観蜷剃論理政
法

（
1
）

（
2
）

（
3
）

　
今
村
成
和
『
国
家
補
償
法
」
一
頁
（
一
九
五
七
年
）
、
塩
野
宏
『
行
政
法
皿
〔
第
二
版
〕
』
二
一
九
頁
（
一
九
九
四
年
）
、
稲
葉
馨
「
『
国
家

補
償
』
と
法
令
用
語
」
法
学
教
室
一
四
五
号
五
六
頁
、
宇
賀
克
也
『
国
家
補
償
法
』
二
頁
（
一
九
九
七
年
）
、
石
川
敏
行
『
基
本
論
点
行
政

法
』
一
七
七
頁
（
一
九
九
七
年
）
等
参
照
。

　
宇
賀
・
前
掲
注
（
1
）
一
頁
参
照
。

　
今
村
『
国
家
補
償
法
』
の
名
付
け
親
は
、
田
中
二
郎
博
士
で
あ
る
。
法
律
学
全
集
（
有
斐
閣
）
の
編
集
委
員
を
さ
れ
て
い
た
田
中
博
士
は
、

今
村
『
国
家
補
償
法
」
の
書
評
に
お
い
て
、
「
国
家
補
償
法
と
い
う
題
名
は
、
未
だ
熟
さ
な
い
表
現
で
あ
る
。
『
は
し
が
き
』
に
も
述
べ
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
題
名
は
、
適
法
行
為
に
基
く
損
失
補
償
と
違
法
行
為
に
基
く
損
害
賠
償
の
問
題
を
包
括
的
に
表
現
す
る
た
め
に
、
法

律
学
全
集
の
編
集
に
当
た
っ
て
、
便
宜
的
に
つ
け
た
表
現
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
題
名
を
つ
け
る
こ
と
に
、
若
干
の
理
由

が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
私
も
、
か
ね
て
、
右
の
二
つ
の
制
度
は
、
別
異
の
制
度
と
し
て
形
成
さ
れ
発
展
し
て
来
て
は
い
る
が
、
そ
の

後
の
発
展
過
程
に
お
い
て
、
両
者
は
理
論
的
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
次
第
に
明
ら
か
と
な
り
、
両
者
に
共
通
す
る
理
論
的
基
礎
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
こ
そ
、
立
法
論
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
解
釈
論
と
し
て
も
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
今

村
教
授
は
、
私
の
こ
う
い
う
臆
測
を
単
な
る
臆
測
か
ら
学
問
的
に
基
礎
の
あ
る
も
の
に
高
め
ら
れ
、
国
家
補
償
法
と
い
う
題
名
が
、
単
に
従

来
の
適
法
行
為
に
基
く
損
失
補
償
及
び
違
法
行
為
に
基
く
損
害
賠
償
を
包
括
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
従
来
殆
ど
学
問
的
研
究
の
視
野
に
と
り
込

ま
れ
な
か
っ
た
諸
々
の
同
種
の
問
題
を
含
め
た
包
括
的
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
、
更
に
進
ん
で
、
本
書
に
お
い
て
、
国
家
補
償
制
度
の
今
後

の
発
展
を
方
向
づ
け
る
べ
き
理
論
的
基
礎
が
し
っ
か
り
と
固
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
よ
ろ
こ
ば
し
い
」
と
述
べ
ら
れ
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1
9

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

て
い
る
（
田
中
二
郎
「
今
村
成
和
・
国
家
補
償
法
、
雄
川
一
郎
・
行
政
争
訟
法
（
一
九
五
七
年
）
」
國
家
學
会
雑
誌
七
二
巻
一
一
号
一
〇
一

九
頁
（
一
九
五
八
年
）
）
。

今
村
成
和
「
国
家
補
償
法
』
（
一
九
五
七
年
）
、
下
山
瑛
二
『
国
家
補
償
法
』
（
一
九
七
三
年
）
、
遠
藤
博
也
『
国
家
補
償
法
〔
上
巻
、
中
巻
〕
』

（
一

續
ｪ
一
年
、
一
九
八
四
年
）
、
秋
山
義
昭
『
国
家
補
償
法
』
（
一
九
八
五
年
）
、
阿
部
泰
隆
『
国
家
補
償
法
』
（
一
九
八
入
年
）
、
宇
賀
克

也
『
国
家
補
償
法
』
（
一
九
九
七
年
）
で
あ
る
。

　
雄
川
一
郎
1
1
塩
野
宏
“
園
部
逸
夫
編
『
現
代
行
政
法
大
系
六
巻
〔
国
家
補
償
〕
』
（
一
九
八
三
年
）
。

　
西
村
宏
一
1
1
幾
代
通
1
1
園
部
逸
夫
編
『
国
家
補
償
法
大
系
一
～
四
巻
』
（
一
九
八
七
年
ー
一
九
八
八
年
）
。

　
塩
野
・
前
掲
注
（
1
）
一
＝
九
頁
、
小
高
剛
『
行
政
法
総
論
』
一
四
九
頁
（
一
九
九
四
年
）
、
芝
池
義
一
『
行
政
救
済
法
講
義
』
一
五
八

頁
以
下
（
一
九
九
五
年
）
等
。

　
今
村
・
前
掲
注
（
1
）
一
頁
。

　
田
中
『
新
版
行
政
法
上
巻
全
訂
第
二
版
』
一
九
九
頁
（
一
九
七
四
年
）
。

　
芝
池
・
前
掲
注
（
7
）
一
五
八
頁
。

　
下
山
・
前
掲
注
（
4
）
八
頁
。

　
杉
村
敏
正
『
全
訂
行
政
法
講
義
総
論
〔
上
巻
〕
』
二
七
四
頁
（
一
九
六
九
年
）
。

　
宇
賀
・
前
掲
注
（
1
）
五
一
二
頁
、
今
村
『
行
政
法
入
門
〔
第
六
版
〕
』
二
〇
六
頁
（
一
九
九
五
年
）
参
照
。

　
柳
楽
晃
洋
「
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
法
令
解
説
資
料
総
覧
一
〇
一
号
三
六
頁

参
照
。



2
0

痢㎜

α号

知捲郷
論理政法

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

（
2
1
）

（
2
2
）

（
2
3
）

（
2
4
）

　
宇
賀
・
前
掲
注
（
1
）
二
頁
、
又
坂
常
人
「
国
家
補
償
と
社
会
保
障
」
行
政
判
例
百
選
H
〔
第
四
版
〕
三
六
三
頁
（
一
九
九
九
年
）
、
斎

藤
慈
子
「
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
」
法
令
解
説
資
料
総
覧
一
七
〇
号
一
〇
～
一
二
頁
（
一
九
九
六
年
）
参
照
。

　
宇
賀
・
前
掲
注
（
1
）
二
頁
。

　
南
博
方
“
原
田
尚
彦
1
1
田
村
悦
一
編
『
行
政
法
（
2
）
〔
第
三
版
〕
』
三
頁
（
一
九
九
六
年
。
木
村
実
執
筆
）
。

　
雄
川
「
国
家
補
償
総
説
」
同
『
行
政
の
法
理
」
四
八
二
頁
（
一
九
八
六
年
、
初
出
一
九
入
三
年
）
参
照
。

　
な
お
、
宇
賀
・
前
掲
注
（
1
）
三
頁
参
照
。

　
遠
藤
・
前
掲
注
（
4
）
上
巻
二
四
頁
。

　
遠
藤
・
前
掲
注
（
4
）
上
巻
二
一
二
頁
。

　
遠
藤
・
前
掲
注
（
4
）
上
巻
二
二
頁
。

　
遠
藤
・
前
掲
注
（
4
）
上
巻
二
一
頁
、
二
五
頁
。
遠
藤
説
と
同
趣
旨
の
考
え
方
は
、
秋
山
『
国
家
補
償
法
』
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
三
類

型
の
説
明
を
し
た
後
に
、
「
し
か
し
、
国
に
損
害
の
補
填
責
任
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
…
…
こ

れ
ら
の
行
政
上
の
被
害
者
救
済
制
度
も
、
国
の
損
害
補
墳
責
任
の
現
れ
方
の
一
つ
で
あ
り
、
確
立
さ
れ
た
法
制
度
と
し
て
現
実
に
被
害
者
救

済
の
う
え
に
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
ひ
と
し
く
国
家
補
償
法
の
中
に
そ
れ
を
位
置
づ
け
て
、
そ
の
趣
旨
を
明
ら

か
に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
は
、
損
害
発
生
の
直
接
間
接
の
原
因
が
国
の
活
動
に
あ
る
場
合

の
み
な
ら
ず
、
広
く
損
害
補
墳
に
つ
い
て
国
の
責
任
あ
る
場
合
を
含
み
、
損
害
賠
償
法
、
損
失
補
償
法
、
そ
の
他
の
国
家
補
償
（
結
果
責
任

に
基
づ
く
補
償
、
行
政
上
の
被
害
者
救
済
制
度
）
を
そ
の
範
囲
と
し
て
い
る
」
と
説
い
て
い
る
（
同
書
一
五
ー
一
六
頁
）
。

　
遠
藤
・
前
掲
注
（
4
）
上
巻
一
七
頁
。

、
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2
1

（
2
5
）

（
2
6
）

（
2
7
）

（
2
8
）

（
2
9
）

（
3
0
）

（
3
1
）

（
3
2
）

（
3
3
）

（
鈎
）

（
3
5
）

（
3
6
）

（
3
7
）

　
国
家
起
因
性
に
つ
い
て
は
、
今
村
・
前
掲
注
（
1
）
一
頁
、
遠
藤
・
前
掲
注
（
4
）
上
巻
一
五
頁
以
下
参
照
。

　
今
村
・
前
掲
注
（
1
）
一
頁
、
同
・
前
掲
注
（
1
3
）
一
七
五
頁
。

　
田
中
・
前
掲
注
（
9
）
一
九
九
頁
。

　
今
村
『
損
失
補
償
制
度
の
研
究
』
一
四
五
頁
（
一
九
六
八
年
）
、
秋
山
・
前
掲
注
（
4
）
一
四
六
頁
、
宇
賀
・
前
掲
注
（
1
）
三
八
九
頁

・
四
三
〇
頁
等
。
こ
れ
に
反
対
す
る
も
の
と
し
て
は
、
高
田
敏
編
著
『
行
政
法
〔
改
訂
版
〕
』
三
二
七
頁
（
平
岡
久
執
筆
、
一
九
九
七
年
）
、

南
1
1
原
田
1
1
田
村
編
・
前
掲
注
（
1
7
）
二
二
頁
（
玉
国
文
敏
執
筆
）
が
あ
る
。

　
芝
池
・
前
掲
注
（
7
）
一
六
二
頁
、
西
埜
「
損
失
補
償
の
概
念
」
月
刊
用
地
一
九
九
七
年
一
〇
月
号
一
二
～
一
三
頁
。

　
今
村
・
前
掲
注
（
1
）
一
頁
、
南
1
1
原
田
1
1
田
村
編
・
前
掲
注
（
1
7
）
二
頁
（
木
村
実
執
筆
）
等
参
照
。

　
今
村
・
前
掲
注
（
1
）
九
一
頁
、
雄
川
・
前
掲
注
（
1
8
）
四
八
二
頁
以
下
、
宇
賀
『
国
家
責
任
法
の
分
析
』
四
頁
以
下
（
一
九
八
八
年
）
、

松
尾
直
『
改
定
・
行
政
救
済
法
の
法
理
と
現
実
』
七
頁
以
下
（
一
九
九
七
年
）
等
。

　
〈
伽
q
ド
竃
゜
冒
ω
o
臣
諺
江
U
興
口
o
コ
げ
o
ω
富
昌
α
傷
o
ω
〉
ロ
ω
ロ
2
0
げ
の
碧
ω
Φ
耳
巴
曽
Φ
巳
o
日
卑
ロ
艮
一
〇
〇
8
ω
」
9
　
B
・
ベ
ン
ダ
ー
は
、
国
家

責
任
を
広
義
・
狭
義
・
最
狭
義
に
分
け
て
い
る
（
団
W
°
剛
W
O
昌
α
Φ
尉
ω
富
9
け
ω
プ
聾
犀
昌
o
q
o
り
「
O
O
げ
戸
◎
●
°
㌧
ノ
ロ
巨
8
一
㊤
Q
◎
一
噛
ω
゜
一
h
）
。

　
中
同
o
お
夢
o
盈
冨
ぼ
げ
g
げ
ユ
①
ω
＜
①
暑
巴
ε
ロ
o
q
胃
8
耳
ω
゜
b
d
P
同
」
9
＞
ロ
戸
一
〇
認
噂
ψ
ω
置
自

　
国
家
責
任
法
の
内
容
と
違
憲
判
決
に
つ
い
て
は
、
宇
賀
・
前
掲
注
（
3
1
）
二
二
〇
頁
以
下
参
照
。

　
即
O
ω
の
o
昌
げ
ρ
年
ω
§
富
げ
聾
§
o
q
巽
8
げ
戸
9
》
ら
‘
一
8
◎
。
鴨
ψ
一
自

　
今
村
・
前
掲
注
（
1
）
二
ー
三
頁
。

　
口
゜
竃
窪
『
o
き
》
ロ
ゆ
q
o
日
o
巨
①
ω
〈
Φ
暑
巴
言
ロ
o
q
°
・
『
0
9
ρ
＝
°
〉
⊆
戸
讐
一
り
り
N
ψ
O
一
b
σ
臣
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2

勾蜘q
号

観捲蜘
論理政

法

（
3
8
）

（
3
9
）

（
4
0
）

（
4
1
）

（
4
2
）

（
4
3
）

（
姐
）

（
4
5
）

（
4
6
）

（
4
7
）

（
4
8
）

（
4
9
）

（
駒
）

　
遠
藤
・
前
掲
注
（
4
）
上
巻
七
頁
。

　
遠
藤
・
実
定
行
政
法
二
〇
五
頁
以
下
（
一
九
八
九
年
）
参
照
。

　
今
村
・
前
掲
注
（
1
）
三
頁
。

　
秋
山
・
前
掲
注
（
4
）
二
二
五
頁
以
下
。

　
塩
野
・
前
掲
注
（
1
）
三
〇
〇
頁
は
、
「
そ
の
中
に
は
多
様
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
全
体
を
結
果
責
任
と
い
う
言
葉
で
表
現
す

る
の
は
必
ず
し
も
適
切
で
な
い
と
思
わ
れ
る
」
と
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
高
田
編
・
前
掲
注
（
2
8
）
三
四
〇
頁
は
、
「
結
果
責
任
に
も
と
つ

く
補
償
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
こ
の
制
度
を
固
有
の
法
原
理
に
も
と
づ
き
統
一
性
を
も
っ
た
第
三
の
国
家
補
償
制
度
と
し
て
既
に
確
立
し
た

と
み
る
こ
と
は
尚
早
で
あ
（
る
）
」
と
説
い
て
い
る
。

　
遠
藤
・
前
掲
注
（
3
9
）
二
一
七
頁
以
下
。

　
遠
藤
・
前
掲
注
（
3
9
）
二
二
一
頁
。

　
今
村
・
前
掲
注
（
1
）
三
頁
。

　
今
村
・
前
掲
注
（
1
）
＝
二
〇
～
＝
一
二
頁
。

　
今
村
「
予
防
接
種
事
故
と
国
家
補
償
」
ジ
ュ
リ
八
五
五
号
七
五
頁
（
一
九
八
六
年
）
。

　
今
村
・
前
掲
注
（
1
3
）
二
〇
二
頁
。

　
秋
山
・
前
掲
注
（
4
）
二
二
一
ー
二
二
二
頁
、
阿
部
・
前
掲
注
（
4
）
三
三
二
～
三
三
五
頁
、
塩
野
・
前
掲
注
（
1
）
二
九
入
頁
、
高
田

編
・
前
掲
注
（
2
8
）
三
三
九
頁
（
川
内
窃
執
筆
）
等
。

　
国
゜
周
o
諺
藪
o
鳶
p
p
O
8
ψ
ω
一
↑
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3

（
5
1
）

（
5
2
）

（
紹
）

（
騒
）

　
頃
じ
d
o
巳
o
烈
ω
富
讐
ω
げ
聾
巨
伽
q
巽
o
o
g
P
＞
島
‘
一
〇
謹
噂
ψ
一
．

　
ζ
゜
閏
o
匡
o
喜
巴
戸
〉
日
冨
げ
興
8
0
q
巨
畠
国
昌
房
6
9
良
碧
昌
o
q
き
ω
o
韓
9
題
目
o
q
ω
o
q
§
9
①
ヨ
国
ぎ
罠
」
ま
9
0
0
°
◎
。
α
h
…
円
O
器
o
昌
匿
巨
噛
p
鉾

O
ど
ψ
P
“
国
゜
竃
曽
霞
巽
゜
勲
騨
O
‘
ψ
0
一
P

西
埜
「
西
ド
イ
ツ
国
家
責
任
法
体
系
に
お
け
る
公
法
上
の
危
険
責
任
に
つ
い
て
」
公
法
研
究
四
二
号
一
七
〇
頁
（
一
九
入
○
年
）
、
同
「
損

害
賠
償
と
損
失
補
償
の
相
対
化
に
つ
い
て
の
批
判
的
考
察
（
下
）
」
判
評
三
一
九
号
九
頁
（
一
九
八
五
年
）
参
照
。

　
西
埜
『
公
法
上
の
危
険
責
任
論
』
二
九
一
～
二
九
三
頁
（
一
九
七
五
年
）
、
同
・
前
掲
注
（
脇
）
判
評
三
一
九
号
九
頁
参
照
。
こ
れ
に
対

す
る
批
判
と
し
て
、
今
村
・
前
掲
注
（
4
7
）
七
五
頁
が
あ
る
。

二
　
国
家
補
償
の
機
能

1
　
統
一
的
考
察

　
ω
　
戦
前
に
お
け
る
統
一
的
考
察
の
試
み
　
　
戦
前
に
お
い
て
す
で
に
、
損
害
賠
償
と
損
失
補
償
を
統
一
的
に
考
察
す
る
こ
と
の
必

要
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
は
、
小
野
清
一
郎
博
士
と
田
中
二
郎
博
士
で
あ
る
。
小
野
博
士
は
、
一
九
三
二
年
に
発
表
さ
れ
た
論
文
に

お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
0
・
マ
イ
ヤ
ー
の
統
一
的
補
償
理
論
に
依
拠
し
て
、
損
害
賠
償
も
損
失
補
償
も
そ
の
実
質
に
お
い
て
個
人
の
財
産

上
の
損
害
を
金
銭
給
付
の
方
法
に
よ
っ
て
補
墳
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
説
か
れ
て
、
統
一
的
な
理
論
に
よ
る
総
合
的
考
察
の
必

　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

要
性
を
指
摘
さ
れ
た
。
田
中
博
士
も
、
ド
イ
ツ
の
0
・
マ
イ
ヤ
ー
の
統
一
的
補
償
理
論
に
興
味
を
示
さ
れ
つ
つ
、
「
被
害
者
の
立
場
」
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お
　

に
立
っ
て
、
解
釈
論
上
も
立
法
論
上
も
統
一
的
補
償
理
論
の
構
成
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
た
。

　
②
　
戦
後
に
お
け
る
統
一
的
考
察
の
潮
流
　
　
戦
後
に
お
け
る
今
村
博
士
や
下
山
教
授
の
『
国
家
補
償
法
』
は
、
田
中
博
士
ら
の
こ

の
よ
う
な
考
え
方
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
今
村
博
士
は
、
国
家
補
償
法
の
体
系
的
認
識
を
試
み
る
こ
と
の
意
義
と
し
て
、
①
現

行
制
度
の
欠
陥
（
特
に
そ
の
欠
訣
）
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
②
現
行
制
度
の
下
に
お
い
て
、
で
き
る
だ
け
権
利
の
充
実
に
努
め
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

と
、
③
国
家
補
償
法
の
理
論
的
基
礎
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
体
系
的
展
開
を
図
る
こ
と
、
の
三
点
を
挙
げ
ら
れ
た
。
ま
た
、
下
山
教
授

　
　
　
　
　

は
、
国
家
補
償
法
を
統
一
的
に
考
察
す
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
①
国
賠
法
の
違
法
要
件
に
該
当
す
る
か
否
か
な
ど
の
判
断
に
関

す
る
具
体
的
困
難
性
は
、
実
定
法
規
の
基
礎
に
横
た
わ
る
法
原
理
を
探
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
解
決
さ
れ
得
る
こ
と
、
②
国
賠
法

は
民
法
及
び
特
別
法
と
の
総
合
性
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
諸
説
が
紛
々
と
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
総
合
的

把
握
の
た
め
の
原
理
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
③
結
果
責
任
に
基
づ
く
国
家
補
償
の
分
野
が
拡
大
し
つ
つ
あ
る
が
、
そ
れ
を
規
定
す
る
立

法
指
針
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
基
本
に
な
る
方
針
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
④
損
失
補
償
法
の
分
野
で
は
、
近
時
、
間
接
損
害
や

生
活
補
償
等
の
問
題
が
続
出
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
既
存
の
法
理
の
延
長
線
上
で
捉
え
る
の
か
、
新
た
な
立
法
を
必
要
と
す
る

の
か
が
差
し
迫
っ
た
法
的
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
の
た
め
に
も
法
的
処
理
基
準
が
求
め
ら
れ
て
き
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舘
）

と
、
な
ど
を
主
要
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
今
村
博
士
や
下
山
教
授
と
は
や
や
異
な
っ
た
視
点
か
ら
国
家
補
償
の
機
能
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
の
は
、
阿
部
教
授
と
宇
賀
教
授
の

『
国
家
補
償
法
』
で
あ
る
。
阿
部
教
授
は
、
総
合
的
な
視
点
を
強
調
さ
れ
て
、
「
国
家
賠
償
、
損
失
補
償
、
両
者
の
谷
間
の
救
済
の
い

ず
れ
も
、
生
じ
た
損
失
を
墳
補
す
る
と
い
う
点
で
、
共
通
の
性
質
を
持
つ
。
こ
ら
れ
を
国
家
補
償
と
し
て
一
つ
の
統
一
的
な
考
察
の
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

象
と
し
て
こ
そ
、
全
体
が
見
え
、
総
合
的
に
統
一
と
均
衡
の
と
れ
た
解
決
策
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
宇
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補家
国

賀
教
授
は
、
解
釈
論
的
・
立
法
論
的
意
義
を
指
摘
さ
れ
て
、
「
国
家
賠
償
と
損
失
補
償
を
国
家
補
償
と
い
う
上
位
概
念
で
包
摂
し
て
考

察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
救
済
さ
れ
な
い
『
国
家
補
償
の
谷
間
』
の
存
在
に
光
を
あ
て
、
そ
れ
を
埋
め
る
た

め
の
解
釈
論
的
、
立
法
論
的
努
力
を
促
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
国
家
補
償
概
念
の
か
か
る
有
用
性
は
、
今
日
で
も
失
わ
れ
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
ず
、
引
き
続
き
、
そ
の
研
究
を
進
展
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
」
と
説
か
れ
、
こ
れ
を
問
題
発
見
的
機
能
と
称
さ
れ
て
い
る
。

　
鋤
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
広
義
の
国
家
責
任
の
機
能
　
　
前
述
の
よ
う
に
、
「
国
家
責
任
（
法
）
体
系
」
の
存
在
に
つ
い
て
は
否
定
的

見
解
が
支
配
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
家
責
任
と
い
う
用
語
を
広
義
に
お
い
て
使
用
す
る
文
献
が
少
な
く
な
い
か
ら
、
そ
れ
ら
の
文
献

に
お
い
て
広
義
の
国
家
責
任
に
ど
の
よ
う
な
機
能
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
か
は
、
我
が
国
に
お
け
る
国
家
補
償
と
同
様
に
、
問
題
と
な

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
い
く
つ
か
の
文
献
を
み
て
み
る
と
、
例
え
ば
、
F
・
オ
ッ
セ
ン
ビ
ュ
ー
ル
の
前
掲
『
国
家
責
任
法
』
は
、

国
の
種
々
の
責
任
制
度
を
体
系
的
に
整
序
す
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、
個
々
の
請
求
権
制
度
の
成
立
史
を
叙
述
し
、
そ
の
発
展
過

程
、
特
に
既
存
の
他
の
責
任
制
度
と
の
競
合
化
過
程
を
追
跡
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
在
の
発
展
状
況
の
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

解
を
容
易
に
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
ま
た
、
H
・
マ
ウ
ラ
ー
の
前
掲
『
一
般
行
政
法
』
は
、
個
々
の
請
求
権
の
歴
史
的
発
展
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
　

程
を
叙
述
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
共
通
性
と
相
違
点
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
広
義
の
国
家
責
任
の

機
能
は
、
各
種
の
責
任
制
度
の
歴
史
的
発
展
過
程
と
現
状
を
叙
述
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
共
通
性
と
相
違
点
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
あ
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

2
5

2ω

統
一
的
考
察
に
批
判
的
な
立
場
と
そ
の
検
討

批
判
的
な
立
場
　
　
文
献
の
中
に
は
、
国
家
補
償
の
統
一
的
考
察
に
批
判
的
な
も
の
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
代
表
的
な
例
を
兼
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子
仁
『
行
政
法
学
』
、
藤
田
宙
靖
『
第
三
版
行
政
法
1
（
総
論
）
〔
改
訂
版
〕
』
、
原
田
尚
彦
『
行
政
法
要
論
〔
全
訂
第
四
版
〕
』
で
み
る

こ
と
に
し
よ
う
。

　
兼
子
教
授
は
、
損
失
補
償
を
「
手
続
法
的
行
政
法
の
法
理
体
系
」
の
章
の
中
に
、
国
家
賠
償
を
「
行
政
主
体
に
特
有
な
行
政
法
」
の

章
の
中
に
位
置
づ
け
て
、
「
や
は
り
救
済
法
制
度
に
は
そ
の
法
的
原
因
・
性
質
の
如
何
に
よ
っ
て
種
別
が
あ
り
、
『
損
失
補
償
』
は
ほ
ん

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ら
い
適
法
権
力
行
政
に
と
も
な
う
経
済
的
負
担
調
整
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
『
国
家
賠
償
』
は
、
民
法
上
の
不
法
行
為
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

基
づ
く
損
害
賠
償
の
行
政
版
で
あ
る
と
と
も
に
、
違
法
行
政
に
対
す
る
国
民
か
ら
の
責
任
追
及
制
度
で
あ
っ
て
、
そ
の
面
で
『
行
政
争

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

訟
』
と
つ
な
が
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

　
藤
田
教
授
は
、
損
失
補
償
を
「
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
」
の
限
界
と
し
て
位
置
づ
け
、
国
家
賠
償
の
み
を
（
行
政
争
訟
法
と
合
わ

せ
て
）
「
行
政
救
済
法
」
の
中
に
位
置
づ
け
て
、
「
近
代
法
治
国
の
法
理
論
体
系
の
中
で
両
制
度
の
位
置
付
け
を
考
え
る
場
合
に
は
、
や

は
り
、
原
因
と
な
る
行
政
活
動
が
違
法
で
あ
る
の
か
適
法
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
理
論
的
に
問
題
と
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　

と
説
か
れ
て
い
る
。

　
原
田
教
授
は
、
損
失
補
償
を
「
行
政
上
の
利
害
の
調
整
」
の
章
の
中
に
位
置
づ
け
、
「
行
政
上
の
損
害
賠
償
」
の
章
と
区
別
さ
れ
て

い
る
。
た
だ
、
同
教
授
は
、
「
こ
れ
は
あ
く
ま
で
説
明
の
便
宜
の
た
め
で
あ
っ
て
、
両
者
の
救
済
法
と
し
て
の
共
通
性
を
否
認
し
、
『
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

家
補
償
』
の
概
念
の
有
用
性
を
否
定
す
る
趣
旨
で
は
な
い
」
と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
、
厳
密
に
い
え
ば
、
統
一
的
考
察
に
必
ず
し
も
批

判
的
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　
②
　
批
判
的
立
場
の
検
討
　
　
統
一
的
考
察
に
批
判
的
な
文
献
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
国
家
賠
償
と
損
失
補
償
は
、
そ
の
性
質
に
お

い
て
相
違
し
て
い
る
。
国
．
公
共
団
体
の
作
用
が
適
法
で
あ
る
か
違
法
で
あ
る
か
は
、
理
論
的
に
も
実
際
的
に
も
極
め
て
重
要
な
問
題
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で
あ
る
。
筆
者
も
、
国
家
賠
償
と
損
失
補
償
を
峻
別
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
点
で
は
同
じ
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

の
こ
と
は
、
必
ず
し
も
統
一
的
考
察
の
必
要
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
国
家
補
償
と

は
、
国
・
公
共
団
体
の
直
接
ま
た
は
間
接
の
作
用
に
よ
っ
て
個
人
が
被
っ
た
損
失
（
損
害
）
の
墳
補
責
任
の
総
称
で
あ
る
が
、
こ
の
よ

う
な
国
家
補
償
概
念
の
下
に
国
家
賠
償
と
損
失
補
償
を
位
置
づ
け
て
も
、
両
者
の
性
質
上
の
相
違
を
軽
視
し
、
両
者
の
相
対
化
を
図
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
と
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
は
論
者
の
行
政
法
体
系
の
構
成
に
も
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
ま
た
、
行
政
法
の
教
科
書
．

体
系
書
を
執
筆
す
る
場
合
と
『
国
家
補
償
法
』
と
し
て
一
冊
に
ま
と
め
る
場
合
と
で
は
、
そ
の
取
扱
い
に
差
異
が
出
て
く
る
と
い
う
こ

と
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
批
判
的
見
解
の
趣
旨
が
「
国
家
補
償
（
法
）
体
系
」
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
問
題
は
、
「
体
系
」
と
い
う
言

葉
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
か
か
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
我
が
国
に
お
い
て
も
、
体
系
と
い
う
言
葉
は
厳

格
に
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
国
家
補
償
体
系
の
不
存
在
を
理
由
に
国
家
補
償
と
し
て
の
統
一
的
考
察
を
否
定
す
る

こ
と
に
も
、
そ
れ
ほ
ど
説
得
力
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

3

国
家
補
償
の
機
能

　
ω
　
統
一
的
考
察
の
意
義
　
　
こ
こ
で
は
、
三
類
型
を
国
家
補
償
と
し
て
統
一
的
に
考
察
す
る
こ
と
の
意
義
を
「
国
家
補
償
の
機
能
」

と
称
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
意
味
で
の
国
家
補
償
の
機
能
と
し
て
は
、
①
現
行
実
定
法
制
度
の
全
体
的
把
握
、
②
被
害
者
救
済
の
拡

充
、
の
二
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
②
　
現
行
実
定
法
制
度
の
全
体
的
把
握
　
　
国
家
補
償
と
し
て
統
一
的
に
考
察
す
る
こ
と
は
、
現
行
実
定
法
制
度
の
現
状
を
認
識
し
、
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そ
の
構
造
を
全
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
。
国
家
賠
償
制
度
と
損
失
補
償
制
度
を
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
考
察
し
て
も
、
両
者

の
共
通
性
や
相
違
点
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
両
者
の
共
通
性
や
相
違
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
両
者
を
総
合
的
・

統
一
的
に
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
各
個
別
の
制
度
が
よ
り
よ
く
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
事
業

損
失
補
償
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
を
損
害
賠
償
と
捉
え
る
か
損
失
補
償
と
捉
え
る
か
は
見
解
の
対
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
国
家
賠
償
制
度
と
損
失
補
償
制
度
の
全
体
を
視
野
に
入
れ
て
こ
そ
、
そ
の
位
置
づ
け
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
、
違

法
性
の
概
念
に
つ
い
て
も
、
公
権
力
行
使
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
け
る
違
法
性
と
企
業
誘
致
政
策
変
更
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
け

る
違
法
性
と
で
異
な
る
か
否
か
は
、
国
家
賠
償
制
度
と
損
失
補
償
制
度
の
全
体
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
理
論
的
に
捉
え

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ば
ら
ば
ら
に
考
察
し
て
い
た
の
で
は
、
基
本
的
概
念
で
あ
る
違
法
性
が
、
極
め
て
相
対
的
な
も
の
と
な
り
、
法

秩
序
の
統
一
性
の
要
請
に
反
す
る
も
の
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

　
現
行
実
定
法
制
度
を
全
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
、
国
家
賠
償
制
度
に
も
損
失
補
償
制
度
に
も
属
さ
な
い
第
三
類
型
が
存
在
す
る
こ

と
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
第
三
類
型
を
適
切
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
賠
償
制
度
と
損
失
補
償
制

度
は
、
そ
の
位
置
づ
け
．
性
格
が
よ
り
鮮
明
と
な
り
得
る
。
こ
れ
が
国
家
補
償
の
第
一
次
的
機
能
で
あ
る
。

　
③
　
被
害
者
救
済
の
拡
充
　
　
現
行
実
定
法
制
度
を
全
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
、
現
行
実
定
法
制
度
の
欠
陥
を
明
ら
か
に
し
、
被

害
者
救
済
の
拡
充
を
促
す
こ
と
に
な
る
。
今
村
博
士
が
国
家
補
償
と
い
う
概
念
を
使
用
さ
れ
た
の
は
、
国
家
補
償
の
谷
間
の
存
在
を
浮

き
彫
り
に
し
て
、
被
害
者
救
済
の
拡
充
を
図
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
い
わ
ば
当
然
の
こ
と
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
遠
藤
博
士
や
秋
山
教
授
の
よ
う
に
、
「
被
害
者
救
済
の
見
地
か
ら
、
国
家
責
任
の
範
囲
を
ひ
ろ
げ
、
国

家
補
償
法
の
範
囲
を
ひ
ろ
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
実
践
的
立
場
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
あ
く
ま
で
中
立
的
で
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あ
る
」
と
い
う
立
場
、
あ
る
い
は
、
「
被
害
者
救
済
の
拡
大
と
い
う
実
践
的
な
主
張
と
は
別
に
、
実
定
制
度
の
客
観
的
な
構
造
や
機
能

を
分
析
し
、
実
定
制
度
を
基
礎
と
し
て
各
制
度
の
固
有
性
と
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
救
済
の
範
囲
を
明
確
に
す
る
こ

と
も
ま
た
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
…
…
本
書
は
『
国
家
補
償
法
』
と
名
づ
け
て
は
い
る
が
、
そ
こ
に
特
別
な
実
践
的
意
図
が
あ
る
わ

　
　
　
　
　
　

け
で
は
な
い
」
と
の
立
場
も
あ
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
被
害
者
救
済
拡
充
の
機
能
に
つ
い
て
は
見
解
の
対
立
が
あ
る
が
、
こ
の
対
立
は
必
ず
し
も
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
。

被
害
者
救
済
の
拡
充
と
い
う
実
践
的
立
場
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
と
は
い
っ
て
も
、
実
定
法
制
度
の
構
造
や
機
能
を
分
析
す
る
こ
と
は
、

結
局
は
現
行
実
定
法
制
度
の
欠
陥
を
指
摘
す
る
こ
と
に
な
り
、
被
害
者
救
済
の
た
め
の
解
釈
論
・
立
法
論
に
触
れ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
被
害
者
救
済
の
拡
充
を
国
家
補
償
の
機
能
と
捉
え
る
立
場
に
お
い
て
も
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
現
行
実
定
法
制
度
の
構
造

や
機
能
を
分
析
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
れ
は
、
い
わ
ば
重
点
の
置
き
方
の
相
違
と
理
解

す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
被
害
者
救
済
の
拡
充
は
、
ま
ず
、
解
釈
論
の
展
開
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
解
釈
論
に
限
界
が
あ
る
場
合
に
は
、
立
法
論
が
展
開
さ
れ

る
。
行
政
救
済
措
置
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
予
防
接
種
事
故
に
つ
い
て
い
え
ば
、
今
村
『
国
家
補
償
法
』

に
お
い
て
は
、
「
結
果
責
任
を
認
む
べ
き
場
合
」
の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
一
九
七
〇
年
の
閣
議
了
解
に
よ
り

行
政
救
済
措
置
が
講
じ
ら
れ
、
続
い
て
一
九
七
六
年
の
予
防
接
種
法
の
改
正
に
よ
り
法
的
救
済
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。
ま
た
、
生
活
権

補
償
や
精
神
的
損
失
補
償
に
つ
い
て
も
、
か
つ
て
は
否
定
説
が
支
配
的
で
あ
っ
た
が
、
統
一
的
考
察
の
下
で
は
次
第
に
肯
定
説
が
有
力

に
な
っ
て
き
て
お
り
、
少
な
く
と
も
生
活
権
補
償
に
つ
い
て
は
、
立
法
も
行
政
実
務
も
こ
れ
を
肯
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
っ
て

き
て
い
る
。
こ
れ
を
国
家
補
償
の
第
二
次
的
機
能
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
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小
野
清
一
郎
「
刑
事
補
償
の
法
理
8
」
國
家
學
会
雑
誌
四
六
巻
五
号
五
六
～
五
八
頁
（
一
九
三
二
年
）
。

　
田
中
「
不
法
行
為
に
基
く
国
家
の
賠
償
責
任
」
「
公
法
上
の
損
失
補
償
制
度
に
就
て
」
同
『
行
政
上
の
損
害
賠
償
及
び
損
失
補
償
」
三
頁

以
下
、
一
九
三
頁
以
下
（
一
九
五
四
年
。
初
出
一
九
三
三
年
、
一
九
三
七
年
）
。

　
今
村
・
前
掲
注
（
1
）
「
は
し
が
き
」
二
頁
。

　
下
山
・
前
掲
注
（
4
）
九
～
一
〇
頁
。

　
阿
部
・
前
掲
注
（
4
）
四
～
五
頁
。
同
旨
、
芝
池
・
前
掲
注
（
7
）
一
六
〇
頁
。

　
宇
賀
・
前
掲
注
（
1
）
三
～
四
頁
。
塩
野
・
前
掲
注
（
1
）
二
二
〇
頁
も
、
「
損
害
賠
償
制
度
と
損
失
補
償
制
度
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
よ
っ
て
は
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
問
題
が
登
場
し
て
お
り
、
包
括
概
念
と
し
て
の
国
家
補
償
な
る
場
を
設
定
し
、
新
し
い
解
釈
論
な
い
し
立
法

論
を
展
開
す
べ
き
実
際
の
必
要
性
も
存
在
し
て
い
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
説
い
て
い
る
。

　
，
O
器
9
ぴ
口
年
p
p
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‘
ψ
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自
」
≦
国
霞
①
き
p
p
O
‘
ψ
O
一
ψ

　
兼
子
仁
『
行
政
法
学
』
一
六
三
ー
一
六
四
頁
（
一
九
九
七
年
）
。
な
お
、
同
『
行
政
法
総
論
』
二
一
六
頁
（
一
九
八
三
年
）
参
照
。

　
藤
田
宙
靖
『
第
三
版
行
政
法
1
（
総
論
）
〔
改
訂
版
〕
』
三
四
四
頁
（
一
九
九
五
年
）
。

　
原
田
尚
彦
『
行
政
法
要
論
〔
全
訂
第
四
版
〕
』
二
一
二
七
頁
以
下
、
二
五
四
頁
（
一
九
九
入
年
）
。

　
稲
葉
・
前
掲
注
（
1
）
五
七
頁
参
照
。

　
遠
藤
・
前
掲
注
（
4
）
上
巻
二
四
頁
。

　
秋
山
・
前
掲
注
（
4
）
一
四
～
一
五
頁
。


